
令和3年1月19日

№ 質問内容 回答

1
委託上限額は今年度委託契約金額より減額
されておりますが、どういった内容に変更
があるのでしょうか？

令和2年度は新型コロナウイルスの影響により、例年より
さらに絞った予算査定となり、主に備品・消耗品につい
て、今年度購入済みの物品を踏まえた最小限の内示となり
ました。

2
相談場所や相談時間などについて協議の上
変更は可能でしょうか？

令和3年度の相談実績等を踏まえ、令和4年度以降の委託内
容については協議の上、変更・拡充していけたらと考えて
います。

3
現在ＳＮＳを使った広報などは行なわれて
おりませんが、今後導入される予定はあり
ますでしょうか？

現時点では実施する予定はありませんが、協議の上、より
効果的な広報活動について検討していきたいと考えていま
す。

4

【募集要領3ページ　7企画提案書の作成に
ついて】
(6)価格提案（見積り）と(7)カ価格提案書
（見積書）は別様式のものになるでしょう
か？

(6)価格提案（見積り）と、(7)カに記載の価格提案書（見
積書）については同様式です。

担当
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